
◎基本政策

●手段（当初事業計画）●

 ‣ 男女平等参画啓発事業（講演会、セミナー、啓発誌の発行等）

 ‣ ピア・アクティビスト * 育成事業

　（研修会、講座、普及啓発等）

 ‣ 男女平等センターの運営

　（文京区女性団体連絡会等の活動支援、各種団体の相互交流等）

 【男女平等センターの改修】

改修（休館）

［ ]

 ‣ 男女の悩みや生き方に関する相談事業（電話、面談、SNS）

 ‣ あらゆる暴力の根絶に向けた啓発活動

　（普及啓発事業の実施等）

 ‣ 男女平等参画推進会議

 ‣ 女性相談支援員の配置（配偶者等からの暴力・夫婦関係、

　生活の問題等の相談）

 ‣ 母子父子自立支援員の配置（母子家庭及び父子家庭の自立支援）

［ ]
 ‣ 女性のほほえみ支援ネットワーク事業

　（困難な問題を抱える女性の支援ネットワークに関する協議、

民間団体等との連携・協働等）

 ‣ 配偶者等からの暴力被害を受ける母子・女性の保護

［ ]

*ピア・アクティビスト 　「セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康と権利）」について、若い世代
の意識向上を目指し、活動する10代から20代の若者
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男女平等参画の推進

総務課

事業
番号 計画事業（所管課）

年次計画 令和6年度

事業費
（千円）令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

４　文化的で豊かな共生社会の実現

主要課題 No. 39 男女平等参画社会の実現


